
「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の

在 り方に関する検討会」開催要綱

1.趣 旨

これまで、当面のやむを得ず必要な措置 (実質的違法性阻去「)と し

て、在宅・特別養護老人ホーム・特別支援学校において、介護職員等

がたんの吸引・経管栄養の うちの一定の行為を実施することを運用に

よつて認めてきた。

しかしながら、こうした運用による対応については、そもそも法律

において位置づけるべきではないか、グループホーム・有料老人ホー

ムや障害者施設等においては対応できていないのではないか、在宅で

もホームヘルパーの業務 として位置づけるべきではないか等の課題が

指摘 されている。

こうしたことから、たんの吸引等が必要な者に対 して、必要なケア

をより安全に提供するため、介護職員等によるたんの吸引等の実施の

ための法制度の在 り方等について、検討を行 う。

2.検討課題

①介護職員等によるたんの吸引等の実施のための法制度の在り方

②たんの吸引等の適切な実施のために必要な研修の在り方

③試行的に行 う場合の事業の在 り方

3.構成員

本検討会の構成員は、別紙のとお りとする。

ただし、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。
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4.検討スケジュール (案 )

・夏頃を目途に、法制度や研修の在 り方についての中間的な整理を行

うとともに、試行事業を行 う場合のスキーム 0実施方法について整

理する。

・試行事業の実施・検証を踏まえ、年度内を目途に制度の在り方につ

いてのとりまとめを行 う。

5.検討会の運営

①本検討会は、厚生労働大臣が関係者の参集を求め、開催する。

②本検討会の庶務は、医政局、社会・援護局、障害保健福祉部の協力

の下、老健局が行 う。

③本検討会の議事は公開とする。
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